
  2019 Annual Report 
令和元年度 事業報告  社会福祉法人蒼生会





完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

完成

目  次 

2020年度福祉概観          

理事会・評議員会           

総 務                

会議・委員会活動           

パブリックリレーション       

1 

3 

7 

17 

19 



eneral

        2020年度 福祉概観 

 ２０１９年度は平成から令和に元号が変わり、新しい息吹を予感させるも

介護事業の置かれた状況は大きく変わることはありませんでした。しかし、

相模原市の高齢者施設では短期入所の特養転換が実現の運びとなり、定員別

介護報酬の設定や大規模改修などの懸案事項も相模原市から九都県市会議

に議題として上程されるなど、今後期待できそうな動きも出てきた一年でし

た。 

 一方、児童福祉では１０月から保育の無償化が様々な課題を抱えながらも

始まりました。消費税も１０％になり、福祉業界では財務的に苦しむ中、金

銭的負担が増えることとなりました。 

 相模原市高齢協が実施した市内特養の経営実態調査によると、２０１８年

度市内特別養護老人ホームの収支差額率は前年とほぼ変わらず従来型特養

で０.４２％、ユニット型特養で４.５％で、特養従来型の７割は赤字経営と

なっています。従来型特養は設立２０年以上を超える施設が大半で、繰越金

も尽きる中、施設や設備改修もままならぬ状況です。デイサービスも同様の

調査によると収支差額率が年々減少し７.８４％、対前年比－２.６％となり

ました。施設サービス、在宅サービスのどちらを見ても八方塞がりの状況で

す。 

 政府は社会福祉法人の繰越金が多額であることを理由に介護報酬を減額

し続け、不満の多い介護士の人件費だけは処遇改善加算として直接給与に反

映できる仕組みを構築しました。しかし、この処遇改善加算も少し目算を誤

ると法人負担が嵩むという仕組みであり、そのトラップに落ち、将来の貯え

を吐き出すことになってしまいます。介護施設を経営する社会福祉法人は、

報酬減額や繰越金の減少に震えながら、何年持ち堪えられるかの瀬戸際に来

ているといっても過言ではないでしょう。 

 このような経営環境の中での新型コロナウイルスの感染拡大は、資産が減

少した社福法人立事業者にとって経営環境悪化に拍車をかけ、最悪の結果を

もたらしかねません。特に在宅サービス事業者にとっては感染リスクを取っ

て事業の縮小、休止を常に念頭に置き営業せねばなりません。まさに事業存

亡の危機と言えます。事態終息までにどれほどの時間がかかるのか分からな

いのも恐ろしいところです。この報告書を執筆している２０２０年４月２４

日現在では、市内特養等の入所施設に感染が及んだとの報告はありませんが、

他県特養の感染例を耳にする限り、壊滅的な被害を被ってしまうようです。

このまま事態が長引けば、高齢、児童、障碍にかかわらず、社会福祉法人の

存続自体が危ぶまれることになるのは明らかです。特に介護保険制度によっ

て民間事業者の参入が解放された高齢者福祉部門では、社会福祉法人が経営

する介護施設がセーフティネットとしての役割を果たせない状況になりつ 

view
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つあります。措置制度を捨て、介護保険制度で競争原理を取り入れたことが、

ここに来て惨憺たる結末を迎えようとしているように思えてなりません。事

態が速やかに解決の方向に向かうことを願って止みません。 

 保育の無償化については、保育の質が確保できるのか、保育士が確保でき

るのかなど様々な課題を抱えてのスタートでした。２０１５年に教育・保育

施設での事故が自治体や国への報告が義務化されてから、事故の報告件数が

激増しました。これはかつて高齢福祉でも起こった現象で、制度が変わって

報告が義務化されると発現する現象です。要は、法や制度で報告が義務化さ

れなければ、都合の悪いことは隠されるということの証です。認可外保育所

は現在でも行政の監査が行き届いていない状況で、事故の実態は闇の中にあ

ります。 

 保育の無償化に備え、２０１９年度は施設建設ラッシュでした。最寄りの

古淵駅周辺ではここ数年で４施設の保育園が新設されています。これによっ

て保育士の求人倍率も急騰し、多くの保育園では派遣職員への依存率が高ま

っています。しかし、こうした付け焼刃の職員採用が続けば、保育の質が急

激に下がっていくことは避けられないでしょう。また、少子高齢化の我が国

においては、今後児童数が減ってくることも念頭に置いておかねばなりませ

ん。 

 この一年を振り返ると、福祉は年々公共的要素を失ってきているように思

えます。どこまでが収益事業としての事業なのか、どこからがセーフティネ

ットとしての福祉なのかなど、そろそろ日本の福祉の在り方について見直し

をしなくてはならない時期に来ているのではないでしょうか。 
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理事会・評議員会

２０１９年度は、理事会が４回、評議員会が３回、評議員選任・解任委員

会が1回開催された。 

 また、理事改選の時期でもあり、第２回理事会では理事長及び業務執行理

事の選定も行なわれた。 

第 1回 理事会 

開 催 日：2019年 05月 31日（金） 

場  所：特別養護老人ホームモモ 

議  題 

●平成３０年度決算及び監事監査報告について 

●福祉充実計画について 

●平成３０年度事業報告について 

●２０１９年度補正予算について 

●諸規程の改定について 

●平成３1年度第１回定時評議員会の開催について 

●その他報告事項 

第 2回 理事会 

開 催 日：2019年 06月 16日（日） 

場  所：特別養護老人ホ－ムモモ 

議  題 

●理事長の選定について 

●業務執行理事の選定について 

    ●その他報告事項 

Meeting
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第3回 理事会 

開 催 日：2019年 10月 23日（木） 

場  所：特別養護老人ホームモモ 

議  題 

●2019年度 補正予算（二次補正）について 

●理事長及び業務執行理事専決事項報告について 

●固定資産（修繕積立資産）の流動資産化について 

●平成３1年度第２回評議員会の開催について 

●その他報告事項 

第４回 理事会 

開 催 日：2020年 03月 12日（木） 

場  所：特別養護老人ホームモモ 

議  題 

●2020年度事業計画について 

●固定資産（修繕積立資産）の目的外取り崩しについて 

●2019年度補正予算（三次補正）について 

●2020年度予算について 

●指導監査結果について 

●諸規程の改定について 

●高齢者福祉施設における給食事業者の変更について 

●評議員選任・解任委員会の開催について 

●令和元年度第3回評議員会について 

●その他報告事項

第 1回 定時評議員会 

開 催 日：2019年 06月 16日（日） 

場  所：特別養護老人ホームモモ 

議  題 

●平成３０年度決算及び監事監査報告について 

●福祉充実計画について 

●平成３０年度事業報告について 

●２０１９年度補正予算について 

●役員の選任について 

●その他報告事項 

第 2回 評議員会 

開 催 日：2019年 11月 09日（土） 

場  所：特別養護老人ホ－ムモモ 

議  題 

●2019年度 補正予算（二次補正）について 

●理事長及び業務執行理事専決事項報告について 

●固定資産（修繕積立資産）の流動資産化について 

●その他報告事項 
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第３回 評議員会 

開 催 日：2020年 03月 28日（土） 

場  所：特別養護老人ホ－ムモモ 

議  題 

●2020年度事業計画について 

●固定資産（修繕積立資産）の目的外取り崩しについて 

●経理規程の改定について 

●2019年度補正予算（三次補正）について 

●2020年度予算について 

●指導監査結果について 

●諸規程の改定について 

●高齢者福祉施設における給食事業者の変更について 

●その他報告事項 

第 1回 評議員選任・解任委員会 

開 催 日：2020年 03月 28日（土） 

場  所：特別養護老人ホームモモ 

議  題 

●評議員（新）選任について 

●評議員解任について 
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総  務

高齢者福祉施設においては、入所系サービスの稼働率安定が難しくなって

きており、２０１８年度よりも改善されつつあるものの空床が目立つ。 

また、在宅系サービスにおいても収入が少なくなっている状況下で、高齢

拠点の介護職員の確保が大きな課題となっている。 

新しい人材の確保が急務ではあるが、直接雇用は非常に困難であり派遣職

員に頼らざるを得ない結果となった。今いる限られた人員で如何に入所者・

利用者の生活に負担を掛けず、業務を行なうのかが重要である。また、収支

のバランスをとる上で、業務内容の見直しは必要不可欠である。 

キャリアアップ制度を導入したものの、活用しきれていない現状において、

目標を持って業務にあたる事が職員の定着にも繋がる。その中で業務の効率

化を図る事こそが最初の課題である。 

児童福祉施設部門においては、利用者の安定的な確保、求める保育人材の

確保は依然として重要な課題である。3園の立地条件が異なる中で、それぞ

れの園が自立して質の高い教育・保育、離職率の低い現場環境、地域貢献を

目指し実践し続け、専門家集団として高め合いながら、数年先に起こりうる

利用人数の減少状況を見極めて経営計画を見直していく必要がある。 

１. 人事 

a. 職員の状況                2020.03.31現在 単位：人

モモ 

区分 特養･短期 デイ ケアハウス 居宅 こども園 合計 

常 勤 20 4 3 2 22 51 

非常勤 24 8 1 （1） 10 44 

派 遣 6 0 0 0 0 6 

計 50 12 4 3 32 101 

※非常勤は嘱託職員・看護・介護・機能訓練・主治医・夜勤・講師 等を含む 

 ピノ

区分 特養･短期 デイ こども園 合計 

常 勤 9 2 20 31 

非常勤 14 5 7 26 

派 遣 11 0 1 12 

計 34 7 28 69 

※非常勤は嘱託職員・看護・介護・機能訓練・主治医・夜勤・講師 等を含む 

ナナ

区分 サ高 居宅 保育園 合計 

常 勤 3 1 6 10 

非常勤 2 0 3 5 

派 遣 0 0 0 0 

計 5 1 9 15 

※非常勤は嘱託職員・看護・介護・機能訓練・主治医・夜勤・講師 等を含む

b. 年齢構成                 2020.03.31現在 単位：人

性別/年代 ～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上 合計 

男 性 05（01） 10（00） 06（00） 12（00） 33（01） 

女 性 04（21） 13（15） 18（12） 31（19） 66（67） 

合 計 09（22） 23（15） 24（12） 43（19） 99（68） 

※（ ）内は児童福祉施設職員数 

Affairs 
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c. 資格取得者                2020.03.31現在 単位：人 

高齢者福祉施設 

名 称 

モモ ピノ ナナ 

特養 

（短期）
デイ 居宅 

ケア 

ハウス 

特養 

（短期）
デイ サ高住 居宅 

認定介護福祉士         

介 護 福 祉 士 12 4 1  7 1  1 

介護職員実務者         

介護職員初任者 7 1 1  6 2 1 1 

看 護 師 4 2   2 1   

准 看 護 師     2    

主任介護支援専門員   1      

介護支援専門員 3  3  2   1 

社 会 福 祉 士    1     

社会福祉主事 3   1 2 1   

精神保健福祉士         

管 理 栄 養 士 1        

栄 養 士 1        

調 理 師 

理 学 療 法 士         

作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士         

柔 道 整 復 師 

あん摩マッサージ師 

衛 生 管 理 者   1      

防 火 管 理 者 1  1  1 1 1  

施 設 長 1   1     

※複数取得者を含む 

児童福祉施設 

名 称 認定こども園モモ 認定こども園ピノ 保育園ナナ 

保 育 士 24 21 9 

幼 稚 園 教 諭 18 17  

支援学校教諭 2   

シュタイナー学

校教員養成修了 
2   

社 会 福 祉 士    

社会福祉主事 

看 護 師 1   

防 火 管 理 者 4 2  

栄 養 士 1 1  

調 理 師 2 2  

※複数取得者を含む
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e. 入職・異動

高齢者福祉施設 

老人施設モモ拠点 

入職 

 ①常 勤：０１名 

      ・看護師：１名（特養） 

 ②非常勤：１７名 

      ・看  護  師：２名（特養１名・通所１名） 

      ・介  護  士：９名（特養６名・通所３名） 

      ・介  助  員：２名（特養） 

      ・介護支援専門員：１名（居宅） 

      ・調  理  員：３名（拠点） 

異動 

2019.04.01 

・デイサービスセンターモモ管理者 ⇒ コミュニティセンターピノ管理者 

・デイサービスセンターモモリーダー介護士 ⇒ 同 管理者 

2020.02.01 

・特別養護老人ホームモモ介護士 ⇒ デイサービスセンターモモ介護士 

老人施設ピノ拠点 

入職 

 ①常 勤：  

      ・なし 

 ②非常勤：０５名 

      ・介  護  士：２名（通所） 

      ・夜勤専従介護士：３名（特養） 

異動 

2019.04.01 

・コミュニティホームピノ事務・出納員 ⇒ ケアハウスモモ生活相談員 

・コミュニティセンタ－ピノ介護士 ⇒ コミュニティホームピノ相談員 

・コミュニティホームピノE3介護士 ⇒ 同 W3ユニットリーダー 

9



老人施設ナナ拠点 

入職 

 なし 

異動 

 なし 

その他 

●外国人技能実習生の獲得に向けた活動 

・現地面接：2019年 11月 26日（火）※ベトナム ハノイ にて 

・渡航日程：2019年 11月 25日（月）～ 11月 28日（木） 

・渡航職員：大久保 祐次（理事長）・大原 伸介（高齢者福祉施設 施設長） 

・面接結果：2名を現地面接の場で採用 

・そ の 後：2019年 12月 11日（水） 

職能団体より「2名が現地訓練校に無事入校した」「蒼生会様 

で働けることを目指して学習を開始した」との報告あり。 

・今後予定：2020年 8月～９月頃 

⇒ 両名来日・1.5ヶ月の入国後講習 

      2020年 10月中旬～11月頃 

⇒ 特別養護老人ホームモモ配属 

・備 考 ：予定は両名が順調に「日本語検定：Ｎ４取得」できた場合 

入国後講習末期には「引っ越し（各自・法人対応）」も含む 

※新型コロナウィルスの影響で未知数な部分が多い 
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児童福祉施設 

認定こども園モモ 

入職 

 ①常 勤：０２名 

      ・保育教諭：１名 

      ・看 護 師：１名 

 ②非常勤： 

      ・なし 

異動 

2019.04.01 常勤調理員 ⇒ 認定こども園ピノへ 

2019.05.01 非常勤保育教諭 ⇒ 認定こども園ピノへ 

2019.10.01 常勤保育教諭 ⇒ 認定こども園ピノへ 

認定こども園ピノ 

入職 

 ①常 勤：０２名 

      ・保育教諭：２名 

 ②非常勤： 

      ・なし 

異動 

2019.04.01 常勤用務員 ⇒ 高齢ピノ拠点 事務・出納員 

保育園ナナ 

入職 

 ①常 勤： 

      ・なし 

 ②非常勤：０１名 

      ・保育士：１名 

異動 

2019.11.01 非常勤保育士 ⇒ 認定こども園モモへ 
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２. 労務・財務 

a. 社労士相談 

実施日 実施時間 実施会場 

2019.04.22 13：00 ～ 14：00 

特別養護老人ホームモモ 会議室 

2019.05.20 15：00 ～ 16：00 

2019.06.27 諸事情により中止 

2019.07.26 10：00 ～ 11：00 

2019.08.26 16：30 ～ 17：30 

※17：45～「労働基準法のあらまし」講義 

2019.09.26 10：00 ～ 11：00 

2019.10.29 10：00 ～ 11：00 

2019.11.22 13：00 ～ 14：00 

2019.12.25 14：00 ～ 15：00 

2020.01.24 14：00 ～ 15：00 

2020.02.19 10：00 ～ 11：00 

2020.03.27 10：00 ～ 11：00 

b. 経理コンサルタント相談 

実施日 午前 午後 

2019.04.10 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2019.05.09 児童福祉施設※2018決算 高齢者福祉施設※2018決算 

2019.06.28 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2019.07.11 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2019.08.08 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2019.09.11 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2019.10.09 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2019.11.07 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2019.12.06 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2020.01.09 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2020.01.31 指導監査（法人財務）立ち合い 

2020.02.07 児童福祉施設 高齢者福祉施設 

2020.03.04 児童福祉施設※2020予算 高齢者福祉施設※2020予算 

３. 監査 

実施日 実施主体 実施内容 

2019.05.22 社会福祉法人 蒼生会 監事監査（平成30年度 分） 

2019.10.18 

相模原市 健康福祉局 

指導監査課 

認定こども園モモ 

認定こども園ピノ 

2020.01.29 保育園ナナ 

2020.01.31 

社会福祉法人 蒼生会 

特別養護老人ホームモモ 

ケアハウスモモ 

2020.02.14 コミュニティホームピノ 

４. 訓練・検査 

a. 消防/防災避難訓練・検査 

実施日 実施主体 実施内容 

2019.06.24 

社会福祉法人 蒼生会 

日中想定避難訓練（高齢モモ） 

2019.09.29 夜間想定避難訓練（高齢・児童ナナ） 

2019.11.28 夜間想定避難訓練（高齢モモ） 

2020.02.12 
相模原市南消防署 

査察指導課
消防設備立ち入り検査（高齢モモ） 

2020.01.29 

社会福祉法人 蒼生会 

日中想定避難訓練（高齢ピノ） 

2020.03.11 日中想定避難訓練（高齢・児童ナナ） 

2020.03.25 夜間想定避難訓練（高齢ピノ） 

児童福祉施設の避難訓練は毎月実施。 

b. 健康診断 

実施日 種別 対象 

2019.05.07 
春季健康診断 

特養モモ/ピノ・ケアハウスモモ入居者 

2019.05.08 全職員 

2019.11.22 秋季健康診断 特養介護職員（夜勤従事者）のみ 
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５. 契約・その他         ※証書などに記載の和暦は全て西暦に置換

a. 法人 

○登記手続き 

 手続き日：2019年 6月 21日 

内 容 ：財産目録など 

備 考 ：上記日程にて司法書士事務所へ委託 

○自動車保険更新契約 

契約期間：2019年 10月 1日午後4時 

～ 2020年 10月 1日午後4時 

対 象 ：老人施設モモ拠点・老人施設ピノ拠点・認定こども園モモ 

にて保有の12台が対象 

b. 高齢者福祉施設 

老人施設モモ拠点 

○特養介護ベッドリース契約 

契約期間：2019年7月 15日 ～ 2027年 7月 14日 

対 象 ：特別養護老人ホーム・ショートステイ 

○介護サービス事業者に係る指定更新申請 

指定満了日：2020年 3月 31日 

（介護予防短期入所生活介護：2024年3月 31日） 

更新手続き：2019年 9月 11日（水）午後1時30分 

高齢政策課 指定・指導班 登庁 

対  象 ：特別養護老人ホーム・ショートステイ 

デイサービス・居宅サービス 

備  考 ：ショートステイ・デイサービスは介護予防事業含む 

       予防ショートステイは更新時期統合の為、期限前更新申請。 

○特別養護老人ホームモモ介護保険・社会福祉事業者総合保険更新 

 契約期間：2020年 4月 1日 ～ 1年間 

○厨房機器保守契約更新 

更新申込日：2020年 2月 06日 

 期   間：2020年2月 21日 ～ 2021年2月 20日 

（消毒保管庫・給茶機・立体炊飯器・ガス回転釜） 

：2020年3月 01日 ～ 2021年 2月28日 

（業務用テーブル型冷凍庫・製氷機） 

：2020年4月 01日 ～ 2021年 3月31日 

（業務用冷凍冷蔵庫・業務用冷凍庫） 

：2020年4月 30日 ～ 2021年 4月29日 

（ガスレンジ・ガステーブル） 
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老人施設ピノ拠点 

○パソコン及び記録支援システムリース契約 

パソコン6台リース及び記録支援システムリース 

 契約期間：2019年 7月 1日 ～ 2024年 6月 30日 

 対 象 ：コミュニティホーム・ショートステイ・コミュニティセンター 

○コミュニティホームピノ介護保険・社会福祉事業者総合保険更新 

 契約期間：2020年 3月 15日 ～ 1年間 

○コミュニティホームピノ事業活動総合保険（火災保険）更新 

 契約期間：2020年 3月 15日 ～ 3年間 

○厨房機器保守契約更新 

更新申込日：2020年 2月 06日 

保守期間 ：2020年 2月 28日 ～ 2021年 2月 27日 

 対  象 ：業務用冷凍冷蔵庫×２ 

消毒保管庫 

包丁マナ板殺菌庫 

業務用テーブル型冷凍庫 

温冷カート×４ 

ガステーブル 

スチームコンベクション 

業務用食器洗浄機×５ 

老人施設ナナ拠点 

○なし 
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c. 児童福祉施設 

認定こども園モモ 

〇行事保険継続 

 契約期間：2019年 7月 7日 ～ 2020年 7月 6日 

〇一時保育保険継続 

 契約期間：2019年 7月 6日 ～ 2020年 7月 6日 

〇傷害保険継続 

 契約期間：2019年 7月 6日 ～ 2020年 7月 6日 

〇厨房機器契約継続 

 機器名 ：ローレンジ、業務用冷蔵庫3台。消毒保管庫  

 契約期間：2019年 5月 1日 ～ 2020年 4月 30日 

〇スチームコンベクション 

 契約期間：6年 

〇臨床発達心理士 

 回数：月1から2回 

 時間：主に14：00 ～ 18：00 

〇パソコン入れ替え 

 パソコン6台、導入とデーター移行、NAS入れ替え 

 期間：2019年 8月 12日 ～ 2019年 8月 16日 

〇照明器具交換工事 

 期間：2019年 9月 28日 ～ 2019年９月29日 

〇屋上整備 

整備内容：屋上床ゴムチップ交換  

工事期間：2019年 11月 22日 ～ 2019年 12月 2日 

〇厨房機器保守契約更新 

 機器名 ：ガステーブル、食器洗浄機、ガスブースター  

 契約期間：2019年 12月 26日 ～ 2020年12月 25日 

〇筝購入 

 取得日 ：2020年 1月 21日 

 ※私立幼稚園等緊急環境整備費対象 

〇防犯カメラのリース契約 

  期間：2020年 4月1日から60ヶ月 
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認定こども園ピノ 

〇厨房機器保守契約更新 

 機器名 ：スープレンジ、ガステーブル  

 契約期間：2019年 5月 01日 ～ 2020年 4月 30日 

〇火災保険契約継続 

 契約期間：2019年 5月 24日 ～ 2020年 5月 24日 

〇行事保険継続 

 契約期間：2019年 6月 21日 ～ 2020年 6月 20日 

〇傷害保険継続 

 契約期間：2019年 7月 01日 ～ 2020年 7月 01日 

〇ミニクローラー購入 

 事 由：故障（メーカーでの製造終了につき修理ができないため） 

 設置日：2019年6月 17日 

〇パソコン入れ替え 

 事 由：Windows10への入れ替え 

 工 事：2019年8月 13日 ～ 2019年 8月 16日 

〇厨房機器保守契約更新 

 機器名 ：冷凍冷蔵庫  

 契約期間：2019年 11月 30日 ～ 2020年11月 29日 

〇AEDリース更新 

 利用開始日：2019年12月 27日 5年契約 

〇駐車場契約更新 

 契約期間：2020年 2月 18日 ～ 2021年 2月 17日 

〇ヤママサ第８ビル201号室・103号室 賃貸借契約更新 

 契約期間：2020年 3月 1日 ～ 2030年 2月 28日 10年間 

〇整理棚購入 

 取得日 ：2020年 2月 5日 

 ※私立幼稚園等緊急環境整備費対象 

保育園ナナ 

〇園児傷害保険継続 

 契約期間：2019年 7月 1日 ～ 2020年 7月 1日 

○購入品：  

機器名：ポータブル蓄電池エナジープロEX 1 台 

購入日：2019年 12月18日 
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ommittees 

会議・委員会活動

1．運営会議 

実施日 実施時間 実施会場 

2019.04.22 10：00 ～ 11：00 

特別養護老人ホームモモ 会議室 

2019.05.20 13：00 ～ 14：00 

2019.06.21 10：00 ～ 11：00 

2019.07.22 10：00 ～ 11：00 

2019.08.23 10：00 ～ 11：00 

2019.09.24 13：00 ～ 14：00 

2019.10.21 10：00 ～ 11：00 

2019.11.22 10：00 ～ 11：00 

2019.12.26 10：00 ～ 11：00 

2020.01.23 14：00 ～ 15：00 

2020.02.28 10：00 ～ 11：00 

2020.03.27 13：00 ～ 14：00 

出 席 者：理事長・高齢者福祉施設施設長/副施設長・児童福祉施設施設長 

主な議案：各部門の運営状況・総務/財務/人事・その他周知/検討 

２．衛生委員会 

実施日 実施時間 実施会場 

2019.04.13 15：00 ～ 16：00 特別養護老人ホームモモ 会議室 

2019.05.10 13：00 ～ 14：00 特別養護老人ホームモモ 会議室 

2019.06.28 13：00 ～ 14：00 特別養護老人ホームモモ 会議室 

2019.07.12 13：00 ～ 14：00 認定こども園ピノ ※巡回 

2019.08.30 13：00 ～ 14：00 認定こども園モモ ※巡回 

2019.09.13 13：00 ～ 14：00 フレイグラントオリーブナナ ※巡回 

2019.10.11 13：00 ～ 14：00 保育園ナナ ※巡回 

2019.11.08 13：00 ～ 14：00 コミュニティセンターピノ ※巡回 

2019.12.13 13：00 ～ 14：00 コミュニティホームピノ ※巡回 

2020.01.10 13：00 ～ 14：00 特別養護老人ホームモモ ※巡回 

2020.02.21 13：00 ～ 14：00 デイサービスセンターモモ ※巡回 

2020.03.06 13：00 ～ 14：00 特別養護老人ホームモモ 会議室 

出 席 者：各事業所の職員・衛生管理者・産業医 

     ※現場の労働環境改善が主義案であり、忌憚の無い意見を求める 

意味合いでも、施設長以上の出席は原則として見送っている。 

主な議案：労働環境改善・職員の心身状況改善・その他周知/検討 

３．カシオペア祭実行委員会 

実施日 実施時間 実施会場 

2019.06.03 17：00 ～ 17：30 

特別養護老人ホームモモ 会議室 
2019.07.08 17：00 ～ 17：30 

2019.08.05 17：00 ～ 17：30 

2019.09.09 17：00 ～ 17：45 

2019.09.20 午後 前日準備 

2019.09.21 午前・13：30～15：30 当日準備・カシオペア祭 

2019.10.07 17：00 ～ 17：30 反省会 

出 席 者：各事業所の職員 

主な議案：カシオペア祭の企画立案・その他周知/検討 
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４．世代間交流委員会 

実施日 実施時間 実施会場 

2019.04.10 17：30 ～ 18：30 

特別養護老人ホームモモいろいろ部屋 

2019.05.15 17：30 ～ 18：30 

2019.06.12 17：30 ～ 18：30 

2019.07.10 17：30 ～ 18：30 

2019.08.07 17：30 ～ 18：30 

2019.09.11 17：30 ～ 18：30 カシオペア祭 事前準備 

2019.09.20 13：00 ～ 14：00 カシオペア祭 前日準備 

2019.12.11 17：30 ～ 18：30 

特別養護老人ホームモモいろいろ部屋 2020.01.08 17：30 ～ 18：30 

2020.02.12 17：30 ～ 18：15 

2020.03.27 00：00 ～ 00：00 コロナウイルスの影響により中止 

出 席 者：各事業所の職員 

主な議案：高齢者と児童の交流会企画立案・その他周知/検討

５．広報委員会 

実施日 実施時間 実施会場 

休 止 中
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パブリック・リレーション

 カシオペア祭は、児童福祉施設との共催も継続となり、協力・連携という

形で高齢者と園児達との交流が育まれた。 

ボランティアとの協力体制も一定の形で定着してきている。 

1. カシオペア祭 

開催日：2019年 09月21日（土） 13：30 ～ 15：30 

招待者：入居者・利用者家族、近隣住人、近隣自治会、老人会、 

     近隣学校、ボランティア、市内老人ホーム・法人関係者等 

告知方法：ポスター（近隣自治会掲示板・各事業所館内）、案内状 

テーマ：（今年度は未設定） 

内 容：①魚釣りゲーム   ②駄菓子屋さん   ③縁日コーナー 

 ④ケアハウス写真館 ⑤福祉体験コーナー ⑥野外模擬店 

 ⑦飲食スペース   ⑧演芸ステージ   ⑨各種展示室 

２. 地域との交流 

① 道路清掃（鵜野森自治会）参加 

春季：2019年 05月 26日（日）8：00 ～ 9：00 

秋季：2019年 11月 10日（日）8：00 ～ 9：00 

 ② 鵜野森日枝神社例大祭 

日程：2019年 09月 08日（日） 

   神輿巡行見学   （高齢者福祉施設） 

   神輿巡行参加   （児童福祉施設） 

   神輿巡行休憩所貸出（特別養護老人ホームモモ駐車場） 

 ③ 鵜野森自治会防災訓練参加 

日程：2019年 10月 27日（日） 

ublic
Relations 
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Sosaykai


